
HO27_知的財産法       学籍番号             氏 名             

裏面 有 

【問題１】1×10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

✕ ○ ✕ ✕ ○ ✕ ○ ✕ ○ ✕ 

【問題２】 

問１(3×6) 

 法 律 開 始 終 了 

ア 意匠 設定登録 20 

イ 実用新案 設定登録 出願から 10 

ウ 特許 設定登録 出願から 20 

エ 商標 設定登録 10 

オ 著作権 創作 著作者の死後 50 

カ 種苗 設定登録 30 

 

問２(6) 発明の内容を説明する明細書，権利範囲を特定する特許請求の範囲      

    情報検索に有用な要約書                         

問３(6) 自分が権利を有すること，相手が侵害していること             

    相手が，実施する正当な権原がないこと                  

問４(10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

○ ○ ✕ ○ ○ ✕ ✕ ✕ ○ ○ 

 

問５(4) アーモンド入りチョコレート                       

                                        

問６(6) 会社名で公表，別段の定めがないこと                   

    同一性保持権が社員となり，会社が自由にパンフレットを改変できない。   

  



HO27_TEIK                              氏 名             

問７(30：3×10) 

1 出願人名，標章，指定商品又は役務 

2 公表権，氏名表示権，同一性保持権 

3 外観，称呼，観念 

4 出所表示機能，品質保証機能，広告宣伝機能 

5 送信権，展示権，上映権，演奏権（から３個） 

6 有用性，非公知性，秘密管理性 

7 進歩性，先願，明細書の記載 

8 期間満了，登録料不納，無効審判の確定 

9 拒絶査定不服審判，無効審判，訂正審判，延長登録無効審判（から３個） 

10 区別性，均一性，安定性，未譲渡性（から３個） 

【問題３】(10) 

 裁判を起こされる。損害賠償請求，差止請求，不当利得返還請求   

店のイメージダウン，顧客離れ                                  

                                        

                                        


